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金
滞
古
蹟
志
血
管
十
七

計
り
、
獅
子
御
土
臓
の
金
銀
を
ぽ
取
出
し
?
貯
用
の
貸
磁
も
空
虚
と

は
成
し
け
り
。
猪
又
国
民
に
運
上
謀
役
を
か
け
、
御
鑓
め
と
稽
し
て

闘
中
の
金
銀
を
し
ひ
た
げ
取
上
げ
h

り
。
叉
倹
約
を
専
ら
と
た
し
、

諸
士
の
給
米
、
江
戸
詰
の
扶
持
高
を
減
ぜ
ん
銭
に
、
相
場
開
と
一
式
ふ

も
の
を
立
て
、
時
の
相
場
を
聞
か
せ
、
或
は
道
橋
の
修
痩
等
に
至
る

ま
で
、
藩
組
利
家
卿
以
来
定
め
置
か
れ
し
僚
目
を
遼
背
し
て
、
闘
中

の
難
儀
を
顧
み
宇
。
故
も
た
き
に
歩
士
・
足
級
等
を
流
浪
せ
し
め
、
己

が
親
族
一
類
を
ば
日
々
に
立
身
さ
せ
、
根
を
竪
く
す
る
事
を
計
り
‘

或
は
新
規
に
少
扶
持
の
歩
士
の
者
を
抱
え
、
己
が
支
配
と
た
し
、
己

が
手
よ
り
済
ま
せ
置
き
て
次
第
に
立
身
さ
せ
‘
恩
を
施
し
置
き
て

一
方
の
味
方
と
な
さ
ん
事
を
謀
り
、
惣
じ
て
己
が
一
族
共
数
十
人
皆

三
百
石
以
上
と
は
な
し
け
り
。
さ
て
犀
川
の
下
に
下
屋
敷
を
申
請
け

て
、
家
屋
を
建
て
た
り
。
そ
の
家
作
の
結
構
、
誠
に
目
を
時
え
ざ
る

宇
ダ
テ

は
た
し
。
抜
道
の
穴
に
行
を
あ
や
し
み
、
官
穏
に
絶
す
る
許
り
の
普

作
を
注
し
、
共
の
内
に
築
山
を
高
〈
築
き
‘
城
下
を
眼
下
に
見
下
す

亭
を
建
て
、
泉
水
築
山
の
物
数
奇
は
更
友
り
0
.
珍
木
珍
花
を
ぽ
、
京
・
大

援
に
名
を
得
た
る
樹
木
共
を
金
銀
に
い
と
は
や
'
貿
ひ
求
め
た
り
。
泉

水
は
犀
川
を
せ
き
て
河
水
を
取
込
み
、
恰
も
流
潮
の
流
れ
に
等
し
。

と
共
に
取
揚
げ
ら
れ
‘
不
日
取
段
ち
、
明
屋
数
と
成
り
た
り
と
ぞ
。

按
宇
る
に
.
混
見
摘
潟
に
、
賓
勝
年
中
=
一
・
四
月
の
頃
、
犀
川
の
川
下

大
槻
内
蹴
允
下
屋
敷
揚
地
の
跡
陀
‘
川
を
前
に
せ
し
料
理
屋
に
誘
は

れ
振
舞
K
行
き
け
る
に
‘
夕
日
西
に
傾
き
、
黄
昏
前
何
れ
も
蹄
る
ぺ

し
と
て
‘
屋
前
の
川
除
道
へ
出
で
し
に
、
古
河
の
渇
き
水
の
よ
ど
み

で
向
う
停
馬
町
の
う
し
ろ
‘
川
除
往
来
の
男
女
の
影
水
に
う
つ
り

た
り
。
そ
の
間
百
聞
も
あ
る
べ
き
や
、
限
の
あ
た
り
に
見
b
た
り
。
健

.
々
…
勘
兵
衛
と
廊
下
橋
の
事
を
互
に
申
出
せ
り
。
此
の
日
川
風
も
な
く
.

さ
ど
た
み
も
た
h

ざ
り
し
ゅ
ゑ
か
、
人
家
の
植
木
た
ど
も
み
た
/
¥

倒
に
た
り
水
に
う
つ
り
し
た
り
。
廊
下
橋
の
事
は
、
浪
州
山
，
根
の
披

は
、
成
田
介
三
郎
と
い
ふ
者
持
ち
た
り
し
が
、
上
杉
謙
信
自
身
物
見
を

た
し
、
本
丸
よ
り
こ
の
丸
の
移
り
橋
を
通
ひ
け
る
女
の
衣
服
、
水
に
移

り
て
見
b
け
る
に
よ
り
‘
念
に
城
を
乗
取
ら
れ
た
り
と
、
越
後
衆
の

物
語
り
た
り
。
惣
じ
て
遇
橋
を
ぽ
廊
下
橋
に
す
る
は
、
と
の
ゆ
ゑ
た

り
と
い
へ
り
。
按
宇
る
に
、
大
槻
内
減
允
の
下
屋
鋪
の
地
景
‘
右
混
見

摘
潟
に
蛾
せ
た
る
揚
地
の
跡
に
建
築
せ
る
料
底
の
風
致
に
て
勘
考
す

ぺ
し
。
此
の
地
・
前
撤
の
貧
暦
元
年
二
月
金
滞
町
奉
行
の
上
申
書
に
.

前
回
多
宮
下
屋
敷
、
最
前
大
槻
内
議
允
下
屋
敷
有
v
之
節
云
々
と
あ
れ

金
揮
官
蹟
志
巻
十
七
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魚
舘
淵
に
踊
り
、
鴻
雁
汀
に
す
だ
く
。
庭
に
は
民
鎗
の
網
を
高
さ
武
一

丈
五
尺
、
横
政
拾
関
に
張
っ
て
、
種
々
の
名
烏
を
飽
め
て
耳
目
を
結
局

か
し
め
‘
数
多
の
美
女
を
召
抱
え
て
此
の
下
邸
に
据
ゑ
置
き
た
り
。

共
の
費
激
高
雨
と
い
ふ
事
を
し
ら
宇
。
主
君
百
高
石
の
太
守
た
り
と

い
へ
ど
も
、
斯
る
審
は
あ
ら
ぎ
り
き
。
是
備
に
太
守
吉
徳
卿
を
申
勤

め
、
此
の
帯
広
諦
待
し
て
‘
酒
色
を
以
て
御
心
を
轟
か
し
奉
ら
ん
と

の
謀
計
た
ら
ん
。
如
'
案
吉
徳
卿
許
容
ま
し
/
¥
て
、
彼
の
儲
け
の
亭

へ
御
駕
を
担
げ
ら
る
べ
き
旨
を
仰
曲
さ
れ
た
り
。
愛
に
執
政
の
大
老

前
回
土
佐
守
直
拐
と
い
へ
る
柱
石
の
老
臣
、
進
み
出
で
諌
言
し
て
回

〈
、
君
公
内
議
允
が
亭
へ
御
駕
を
担
げ
ら
れ
ん
と
の
御
事
、
質
に
御

思
召
立
の
事
た
ら
ぽ
、
か
く
申
す
土
佐
を
初
め
執
政
・
老
臣
等
が
宅
へ

先
づ
御
入
あ
っ
て
‘
肢
の
後
に
内
磁
允
が
亭
へ
御
駕
を
担
げ
ら
る
ぺ

し
。
左
な
き
に
於
て
は
、
御
先
粗
大
納
言
利
家
卿
御
草
創
以
来
、
股

功
を
瀬
し
忠
勤
を
働
み
た
る
譜
代
の
路
士
、
何
れ
の
商
白
か
あ
ら
ん

設
と
諌
言
を
申
鐙
し
け
り
。
吉
徳
卿
も
此
の
諌
言
を
ぽ
4

ん
と
思
召
さ

れ
け
ん
。
何
の
返
答
も
た
か
り
け
る
が
、
遂
に
内
磁
允
が
下
邸
へ
入

せ
ら
る
事
は
止
み
に
け
る
と
云
々
。
右
下
邸
の
建
物
等
は
、
延
享
四

年
十
二
月
内
蔵
允
の
家
総
を
浪
牧
せ
ら
れ
し
時
、
仙
石
町
の
居
屋
数

? 

A匪

ぽ
、
前
回
多
宮
下
屋
敷
の
隣
地
怠
る
事
知
ら
れ
け
り
。
前
倒
多
宮
は
ー

平
太
夫
長
成
の
曾
孫
也
。
家
鰭
K
.
平
太
夫
長
成
延
貸
七
年
八
月
夜

e

有
昌
二
子
吋
長
男
監
物
長
則
縫
v
家
，
賜
a
七
千
石
吋
同
年
十
二
月
夜

d

無
v

子
。
弟
長
治
需
品
養
嗣
子
コ
賜
a
遺
知
七
千
石
↓
.
綿
a
頼
母
吋
質
名
改
=
長
良
吋

無
v

子
a

以
昌
前
田
美
作
守
孝
行
次
男
多
宮
長
澄
-
錫
=
養
嗣
子
吋
と
あ
り
。

O
松
平
玄
蕃
下
邸
跡

延
賃
金
楓
仲
間
K
次
に
掲
げ
た
る
如
く
見
ゆ
。
按
守
る
に
、
松
平
玄
審

が
父
松
平
伯
脅
康
定
以
来
の
下
邸
た
ら
ん
か
。
妙
皮
寺
由
来
書
に
、

松
平
伯
智
菩
提
所
に
設
し
度
と
て
、
越
中
牧
野
村
観
衆
寺
住
職
披
春

上
入
金
海
へ
随
従
し
来
り
、
松
平
氏
下
屋
敷
に
居
住
し
、
極
集
寺
と

穆
候
蕗
‘
元
和
元
年
今
之
地
奔
領
‘
妙
慶
寺
と
改
稿
す
。
と
あ
り
。

右
下
屋
敷
と
い
ふ
は
、
千
日
町
の
下
邸
た
る
ぺ
し
。
伯
替
は
家
緑
八

千
石
た
り
し
か
芝
、
玄
審
は
凶
千
石
に
て
内
千
石
奥
カ
知
た
り
し
ゅ

ゑ
に
、
下
邸
も
伯
替
の
時
と
は
歩
激
減
少
せ
し
・
な
る
べ
し
。
此
の
下

邸
は
康
器
の
際
ま
で
の
下
邸
地
に
て
.
今
も
松
平
の
家
中
と
呼
ぺ
り
。

。千

町

此
の
町
名
は
、
改
作
所
奮
記
寛
文
十
二
年
八
月
普
請
合
所
の
書
出
に

千
日
町
と
記
載
す
れ
ば
.
寛
文
以
前
よ
り
稀
せ
し
事
知
ら
れ
け
り
。

日

四




